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戦後地方自治制度の出発点

(1) 地方自治法制定の前後

►戦後最初の 1946（昭21)年11月3日， 日本国憲法が成立し，明治憲法には
地方制度改革

►知事の身分を
めぐる批判

►地方自治法
の成立

ない「地方自治」の章（第8章）が置かれた。

これに先立ち，内務省（当時）は，占領軍総司令部 (GHQ)の

地方制度に関する方針に沿って，都制，府県制，市制町村制の一

部改正作業を進めていた。そして1946（昭21)年9月，帝国議会

において，府県知事・市町村長等を住民の直接選挙とすること，

府県議会の権限強化，選挙管理委員会や監査委員の導入，リコー

ル等の直接請求制度の導入などを盛り込んだ法改正が行われた。

このとき，府県制は道府県制に改称されている。これが戦後最初

の（日本国憲法成立直前の）地方制度改革であり，

が現在の地方自治法に引き継がれている。

その内容の多く

もっとも，知事は，公選でありながら引き続き官吏としての身

分を有するとされていた。そのため，帝国議会では批判が強く，

結局，提出された改正案は「知事ヲ官吏トスル」の文言が削除さ

れて成立した。また，都道府県の首長およびその部下をすべて公

吏とする等のため法改正を求める旨の付帯決議も行われた。

そこで再度の法改正の準備が行われ，日本国憲法成立後の1947

（昭22)年4月に，都制，道府県制，市制町村制をすべて廃止し，

これらを包括する新法として，地方自治法が成立した。

1947（昭22)年5月3日，地方自治法（以下地自法）は，憲法92

条の予定する地方公共団体の組織・運営を定める法律の一つとし

49 



◇ l地方自治とは何か

て，憲法と同時に施行された。地自法は， 2000（平12)年に分権

改革による大幅改正が行われるまでの間，頻繁な小幅改正を繰り

返すこととなる（以下， 2000年以前のものを「旧地自法」と呼ぶ）。

►地方財政法と 1948（昭23)年には，国と地方の財政負担区分を示す地方財政
地方公務員法

法が， 1950（昭25)年には地方公務員法が制定された。

(2) 地方自治法の特徴

►都道府県の 1947（昭22)年制定の地自法は，都道府県を市町村と同じ性格
位置づけ

の地方公共団体として位置づけ，知事その他の職員の身分を，

「官吏」から「公吏」へと変化させた点に最大の特徴がある。

►機関委任 他方，戦前との連続性も強く残している。第1に，それまで都
事務

道府県知事が国の地方機関（地方長官）として処理してきた事務

については，戦前に国と市町村長の間で行われた，機関委任と呼

ばれる特殊な事務処理方式を利用して，引き続き都道府県知事に

処理させることとした。そのため，機関委任事務に関する一般的

な規定が置かれた（旧地自150)。

►地方事務官 第2に，都道府県職員は，知事を含めてほぼ全員が公吏となっ

たが，例外として， もっぱら機関委任事務を処理する職員のうち

の一部，すなわち「政令で定める事務に従事する都道府県の職

員」は，「当分の間，なお，これを官吏とする」こととされた

（旧地自附則 8)。いわゆる地方事務官である。この政令は，いく

たびかの改廃を経て， 1953（昭28)年以降，特定の年金・医療保

険，車検登録・輸送監理，職業安定・失業保険の 3種の事務を定

めるに至った（旧地自法施行規程69)。

►連続する 地自法の小幅改正は，同法制定の1947（昭22)年に早くも行わ
小幅改正

50 

れ（第 1次改正），機関委任事務に関する職務執行命令訴訟の導入

等が行われた。翌1948（昭23)年（第2次改正）には，地方公共団

体の処理しうる事務の例示規定の新設（旧地自 2III)のほか，地

方議会の権限強化，住民監査請求や納税者訴訟が規定された（納



2 地方自治の沿革匡戦後における展開と地方分権改革◇

税者訴訟は， 1963〔昭38〕年の旧地自法改正の際，規定整備とともに名

称も住民訴訟に変更された）。

(3) 地方分権をめぐる論議

►適切な自主 日本国憲法と地自法は，地方制度の骨格を定めているにすぎな
性と自立性

を求めて い。地方制度の具体的なあり方は，個別の行政法令やその運用実

態，地方財政のあり方などの総体として決まってくるものである。

そして，地方公共団体には，国の地方支分部局と違って，適切な

自主性・自立性が認められるのでなければ，その存在意義がなく

なる。地方分権とは，地方公共団体の自主性・自立性を現状より

も広げる方向で，諸法令や財政のあり方を変更することをさす。

制度変更の度合が特に大きい場合には，分権改革と呼ばれる。

►事務配分 戦後の分権議論で繰り返し現れた論点をまとめておこう。第 1

►事務処理
の自由度

に，法律が行政活動を定めるとき，国と地方公共団体の間で，ど

のように担当事務を配分するべきかの問題がある。戦後繰り返し，

事務の再配分，すなわち事務権限の委譲が求められた。

第2に，法律が地方公共団体に事務ないし権限を配分する場合，

事務処理の自由度がどの程度認められるか，具体的には，国の法

令による基準設定や，国の機関（中央省庁）による地方公共団体

への関与がどの程度に縮限されるべきかという問題である。とり

わけ関与のあり方の公正化が求められ，なかでも機関委任による

事務処理の存在そのものが問題視された。

►財源の充実 第3に，地方公共団体が，自主性・自立性をもって事務処理す

るための財源の充実が求められ，特に，国庫補助負担金のあり方

が問題とされた。

►規模の適正化 第4に，地方公共団体（市町村）が事務処理にふさわしい行財

政能力を有する規模になっているかが問題とされ，市町村合併が

その処方箋としてしばしば用いられた。

以上の四つが主たる論点である。次に，時系列に沿ってこれを
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◇ l地方自治とは何か

みてみよう。

2 占領期 (1945~1951年）

►概 説 終戦直後の占領期には， GHQの指示の下，地方分権の徹底が

►警察・消防・
教育法制の

抜本改正

めざされた。警察，消防，教育制度の抜本改正が行われ，これら

は地方公共団体に専属する事務とされた。また，地域住民のみが

利害関係者であるようなローカルな行政活動は，住民による批判

と決定に委ねられるべきであり，国の法令による基準設定や，中

央省庁による関与は，必要最小限に止めるという理念を徹底する

方向で，地方制度のあり方が構想された。

まず，いくつかの個別法令が抜本改正された。内務省が1947

（昭22)年12月に解体され，同省が直轄していた警察や消防は，

いずれも市町村の事務とされた。同年制定の旧警察法により，公

安委員会制度が設けられ，警察は市町村がもっぱら行う事務とさ

れ，市町村警察が生まれた。消防も，同年制定の消防組織法によ

り，市町村の専属的な事務となった。

教育制度の大幅刷新は， 1946（昭21)年の米国教育使節団の報

告書に基づき， 1947（昭22)年に教育基本法と学校教育法が制定

されたことによって行われた。 1948（昭23)年には教育委員会法

に基づき，住民の選挙による教育委員によって構成される教育委

員会制度が導入された。

►社会福祉 3 法 社会福祉分野では， 1946（昭21)年に生活保護法 (50年に新法へ

►シャウプ勧
告による財

政改革
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改正）， 1947（昭22)年に児童福祉法， 1949（昭24)年に身体障害

者福祉法が制定された（福祉3法）。ここでは，機関委任事務方式

が活用された。なお， 1951（昭26)年社会福祉事業法の制定の後

は， 1960年代までこの分野での立法はない。

シャウプ（当時米コロンビア大学教授）を団長とする調査団が，

1949（昭24)年に日本税制報告書を出し，税制全般および地方財



►シャウプ
3原則

►神戸勧告
の内容

2 地方自治の沿革匡］戦後における展開と地方分権改革◇

政制度の改革について勧告した。地方財政に関しては，新たな地

方税制度の導入，および地方団体間の財政均衡のため国が必要額

を交付する制度の創設を求めた。これに基づき， 1950（昭25)年

に地方税法と地方財政平衡交付金法が制定されている。

ところで，同報告書の「附録A:地方団体の財政」は事務配分

のぁり方にもふれている。すなわち，国，都道府県，市町村の 3

段階の間の事務配分が複雑にすぎ，行政活動の責任の所在が不明

であること，国民は税金が有益な行政活動となって返ってきてい

るかを理解しづらいことを指摘し，国，都道府県，市町村の間で

「事務の再配分」をするよう勧告した。各論的検討は別の委員会

に委ねるとしつつ，再配分の方針として，シャウプ3原則として

著名な次のような基準を示している。

すなわち，第 1に，国，都道府県，市町村それぞれに，一つの

特定の事務が専属的に配分され，責任が明確にされるべきこと，

第2に，事務はそれにふさわしい規模，能力，財源を備えた団体

に割り当てられるべきこと，第 3に，事務は可能な限り，住民に

近い市町村への配分から優先的に検討されるべきことである。
かんぺ

そこで1949（昭24)年12月，総理府に神戸正雄（京都大学教授，

京都市長の経験をもっ。財政学が専門）を議長として地方行政調査委

員会議が設置された。 1950（昭25)年12月に出された行政事務再

配分に関する勧告は，まず，国と地方は「機能を分かちつつ一つ

の目的に向かって共同する」べきであるが，「どのような形で協

力するか」について，シャウプ3原則に照らすと，国すなわち中

央省庁が行う関与のうち，権力的な監督（許可，認可，承認，命令，

取消，代執行等）は原則として廃止し，「監査及び勧告は，法律の

根拠がなければ行うことができないものとする」としている。

「行政事務再配分の基本方針」という項目では，この 3原則に

基づき，「国は，地方公共団体においては有効に処理できない事

務だけを行うこと」とし， 29の事務を列挙した。
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◇ l地方自治とは何か

続いて，「国と地方公共団体の関係」という項目において，地

方公共団体による事務処理の自由度につき，次のように述べる。

第1に，「当該地方公共団体又はその住民のみに関係があり，他

の地方公共団体に対する影響も国家的影響も少ない事務」につい

て，「国は，原則として，関与すべきではない。法律によって規

準を定め又は処理を義務づけることはもとより，非権力的な関与

をすることもできないものとすべきである」とする。第 2に，

「地方公共団体の事務で国家的影響のあると認められるもの」に

ついて，「どのような事務を，どのような形で行うかという発意

は，地方公共団体が自ら行うことが望ましいのであって，法令で

は，必要な最低限度の水準を定める程度にとどめるべき」である

とする。第 3に，法律上，国に配分された事務については，原則

として国の機関（地方支分部局を含む）で処理すべきであり，地方

公共団体に委任することは「極力避けるべきである」とする。

※勧告は，以上の総論の下，各論として，国立大学の地方移管，都市計

画や生活保護を市町村の事務とすることなど，全行政分野にわたって大

幅な再配分を求め，さらにその受け皿として，町村合併も求めた。

►採用されな 後の2000年分権改革に比べても徹底した分権を求めた神戸勧告
かった神戸
勧告 は，しかし，「中央省庁の強い抵抗」 (1964〔昭39〕年第 1次臨調答
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申の表現）にあい，ほとんど実施されなかった。その背景に，冷

戦下における GHQの占領政策の変更があった。マッカーサーの

後を受けたリッジウェイの1951（昭26)年声明に基づき，同年，

政令諮問委員会が内閣総理大臣の諮問機関として設置され，翌

1952（昭27)年までの間に多方面にわたる答申をした。その答申

の方向性（本章3参照）と，神戸勧告は相容れなかったのである。

神戸勧告のうち当時実現されたと評しうるのは，本章 3で述

べるように，わずかに， 1952（昭27)年の地自法改正で機関委任

事務の増加抑制策として別表方式が導入されたこと，そして1953



2 地方自治の沿革回戦後における展開と地方分権改革◇

（昭28)年に町村合併促進法が制定されたこと程度である。

3 独立回復と経済復興 (1952~1959年）

►概 説 日本は，サンフランシスコ条約の発効により 1952（昭27)年に

►地方自治法

の再編

独立を回復した。政府は，政令諮問委員会の答申に基づき，占領

期の改革法制を大幅に見直し，警察，教育，独占禁止，エネル

ギー，労働などの諸分野において個別法令の改正を始めたが，地

方制度も例外ではなかった。これが，日本政府が1960（昭35)年

までの間歩むことになる，いわゆる「逆コース」である。

この間， 1955（昭30)年に自由民主党および日本社会党が結成

され，同年から1993（平 5)年まで，長期の自民党政権が続く。

日本経済は， 1950（昭25)年勃発の朝鮮戦争特需ののちも，引き

続き好景気に恵まれた。 1956（昭31)年の経済白書は「もはや戦

後ではない」と，戦後復興経済の終了を宣言した。

「逆コース」時代の旧地自法の改正は，次のとおりである。

1952（昭27)年（第4次改正）には，内閣総理大臣に都道府県の，

都道府県知事に市町村の事務への助言・勧告権限，相互間紛争の

調停権を与え，特別区の区長公選制を廃止した（公選制は1974〔昭

49〕年に復活する）。また，旧地自法に別表 3および4が追加され，

機関委任事務が列挙さた。この別表への事務追加にあたっては，

同法を所管する自治庁（1952〔昭27〕年設置）がひとつひとつ審査

することとされた。

米 1956（昭31)年（第 6次改正）には，都道府県と市町村の機能区分

を明確化し，国と都道府県による監督を強化する改正が行われた（措置

要求制度）。また，政令指定都市制度を導入して，市民生活に直結した事

務であって都道府県知事の権限に属する事務を，政令市において処理す

ることとした。この第6次改正で，独立後の地方制度の再編は一応完了

したとされる。 1960（昭35)年には自治庁が自治省に昇格している。ま
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◇ l地方自治とは何か

た「昭和の大合併」が行われたのもこの時期である。

►地方財政法 地方財政の建て直しのため，平衡交付金制度にかえて， 1950
制の再編

（昭25)年に地方交付税法が制定された。

また， 1952（昭27)年に地方財政法が改正され，国庫支出金の

ルールが変更された。地方公共団体が行う事務経費の国と地方の

間の経費負担区分原則について，従来はそれぞれの有する利害の

程度に応じることとされていたが，改正により全額地方公共団体

の負担となり，例外的に，特定の事務に限って国が経費の全部ま

たは一部を負担することとなった（地財9条）。

►警察・教育 1954（昭29)年に新しい警察法が制定され，市町村警察が都道
法制の再編

府県警察に再編された。また，国に警察庁を置き，都道府県警察

本部の警視正以上を国家公務員とし（地方警務官，警56I), これ

ら幹部人事に対する国（国家公安委員会）の監督指揮権限を強化し，

警察における中央集権化が進められた。

1956（昭31)年には地方教育行政法（新教育委員会法）が制定さ

れ，国，都道府県，市町村が一体となった教育行政がめざされる

こととなった。同法により，教育委員会の公選制が廃止され，知

事や市町村長による任命制となった。また，都道府県の教育長に

は文部大臣の，市町村の教育長には都道府県教育委員会の承認が

必要となった。

►社会保障法 この時期，社会保険分野で一応の法整備をみる。厚生年金保険
制の整備
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法 (1942年法）が1954（昭29)年に新法に改正され， 1959（昭34)

年には国民年金法が制定された。いずれも都道府県知事への機関

委任による事務処理方式を活用していた（前述した地方事務官の職

域である）。この後1961（昭36)年からの保険料徴収開始をもって，

「国民皆年金」となった。なお，医療保険としては，健康保険法

(1922〔大11〕年）に加えて， 1958（昭33)年に自営業者等のため

の国民健康保険法が制定されている。



2 地方自治の沿革匡｝戦後における展開と地方分権改革◇

4 高度経済成長 (1960年代～1973年）

►概 説 1960（昭35)年の新日米安保条約の締結をめぐる政治的混乱に

►地域開発行
政における

地方公共団
体の役割

►社会福祉行
政における

地方公共団
体の役割

よる岸信介内閣の総辞職後，池田勇人内閣は，経済成長に政策目

標を絞り込み，所得倍増計画を掲げて幅広い国民の支持を受けた。

すでに1950年代後半から始まっていた高度経済成長は， 日本社会

を様変わりさせ，行政需要も変化させた。すなわち，地域格差を

是正するための地域開発行政においては広域的処理が，また，福

祉国家理念の下で公衆衛生，社会福祉，社会保険，義務教育等に

おいては全国均等に事務処理することが求められた。このように

行政活動における広域処理と均等処理の要請が極めて重視される

ようになり，その結果，中央集権型行政スタイルが拡大した。機

関委任方式の積極的評価と活用はその一例である。

この時期，地方公共団体は，経済発展に伴う地域格差を是正す

る行政活動の前線を担うことが期待された。

例えば，大都市への人口集中・産業集中の弊害を是正するため，

地方拠点都市を整備するという観点に立ち， 1963（昭38)年に新

産業都市建設促進法が，翌1964（昭39)年には工業整備特別地域

整備促進法が制定された。

※このうち新産業都市建設促進法は，地方に璽化学工業基地の建設を推

進しようとするもので，都道府県の申請に基づき，内閣総理大臣が新産

業都市の区域指定をすると，関係地方公共団体に補助金や地方交付税が

増額される仕組みになっていた。都道府県は，地域開発を主導する役割

を担ったわけである。

1940年代に福祉 3法等（本章 2参照）が制定された後， しばら

く立法がなかったが， 1960（昭35)年に精神薄弱者福祉法， 1963

（昭38)年に老人福祉法， 1964（昭39)年に母子福祉法がそれぞれ
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◇ l地方自治とは何か

►中央集権型

行政スタイ

ルの拡大

►シャウプ 3
原則に代わ

る3原則

制定され，先の 3法とあわせていわゆる福祉 6法が整備された。

社会福祉行政は，ナショナル・ミニマム実現のため，第一線で

ある地方公共団体による大量かつ統一された事務処理を必要とす

ることから，機関委任による事務処理方式が活用された。国から

の財政支援を要するものであったこともあわせて，中央集権型行

政の典型を形づくった。

こうした広域性・均等性の要請を理由に，法律の定める基準，

そして中央官庁による法的または事実上の関与を通じて，中央集

権型行政スタイルが一般化していく。

池田内閣下に発足した第 1次臨調（臨時行政調査会）が1964（昭

39)年9月に出した答申は，そうした様子をよく表している。国

民に「便利で，親切で， しかも迅速・経済的な行政を行うには」，

「機関委任の方式をとることがもっとも適当である」と述べてい

る。そして，シャウプ3原則を否定し，これに代わる事務配分の

基準として，「現地性」，「総合性」，「経済性」の 3原則を提示し

た。このうち現地性の原則は，「企画事務は中央省庁に保留する

が，実施事務はできる限り地方公共団体，特に市町村に優先的に

配分」するというものであった。

►機関委任 この答申に基づき， 1968（昭43)年の行政改革計画（第1次）以
事務の増加

►事務の
逆再配分

58 

降，住民に身近な行政活動（とりわけ実施部分）を地方公共団体に

下ろすという権限の委譲が，機関委任による事務処理方式を活用

することで，次々と行われた。その結果，かつて機関委任事務の

増加を抑制するために導入された別表方式は，有名無実化するこ

ととなった。

広域行政の必要から，「事務の逆再配分」と呼ばれた現象も生

じた。 1964（昭39)年の道路法改正により，道路についての一

級・ニ級の区別を廃止して一般国道として統合し，高速道路と指

定国道を建設大臣（当時）の直轄下に置いた。また，河川法改正

により，主要河川を一級と二級に分け，前者について，上流の県
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（水資源の立場）と下流の県（利水の立場）を調整するため，その管

理を建設大臣（当時）が直轄することとした。

5 経済大国化と行財政改革 (1974~1980年代）

►概 説 1973（昭48)年の石油ショックを機に，高度成長は終焉し，安

定低成長経済に移行したが， 1980年代には日本は経済大国を自認

するようになる。他方，日本列島改造を掲げた田中角栄内閣

(1972~1974年）に象徴されるように， 1970年代を通じて地域開発

のための公共工事支出と，社会保障支出とが膨張した。その結果，

1970年代末には巨大な財政赤字がもたらされた。

以後，国，地方をあげての事務の効率．合理化，すなわち行財

政規模の縮小（スリム化）が，一貰した目標となった。 1981（昭

56)年の第 2次臨調（臨時行政調査会）が「増税なき財政再建」を

掲げて発足し， 1983（昭58)年に第 1次行革審（臨時行政改革推進

審議会）が続いた。権限委譲や機関委任事務の整理合理化が提言

されたが，これらは，効率性の観点から行われたものであり，機

関委任方式の活用により，引き続き中央集権型行政スタイルは積

極的に維持されたことに注意する必要がある。以下，具体的にみ

てみよう。

►第 2 次臨調 第2次臨調が標榜した「増税無き財政再建」は，事務の合理化
の方針

►国と地方の
機能分担3
原則

（補助金や社会保障の削減），人員削減（公務員定数削減），国・地方

から民への事務委譲（民間委託・民営化，自己負担化）をもって，

処方箋とした。国と地方の関係については，国の事務の合理化・

支出削減の観点から，いわゆる必置規制の緩和，国から地方への

権限委譲，機関委任事務の整理合理化を提言した。

1982（昭57)年に，第 2次臨調の第 3部会第 3次答申は，「国

と地方の機能分担の合理化」という言葉を用い，機能分担にあ

たっては，「地域性」「効率性」「総合性」の 3原則を挙げ，地域
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◇ l地方自治とは何か

►行政スリム
化としての

機関委任事

務の取扱い

性の原則に沿って権限委譲が必要であるとした。しかしその際に

は「全国的な統一性，公平性を担保できるものについては，機関

委任事務方式の活用」が必要であるとのスタンスをとっている。

同時に，国の行政活動全般の効率化という観点から，機関委任

事務について，①必要の乏しくなったものを廃止し，②中央省庁

による関与の必要性が高くないものを団体事務化（地方公共団体

に帰属する事務とすること）し，③都道府県から市町村への権限委

譲を進める（機関委任先の変更）という三つの作業を行うという趣

旨で，機関委任事務の各省 1割削減を打ち出した。

これを受けて，一括整理法が1983（昭58)年に制定された（「行

政事務の簡素合理化及び整理に関する法律」）。

►第 1 次行革審 第1次行革審も，第 2次臨調と同様の考えにより，機関委任事
の方針
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務の整理合理化を求める答申を行い，一括整理法が1986（昭61)

年に制定された（「地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務

の整理及び合理化に関する法律」）。同法は，社会福祉領域（生活保護

を除く）の機関委任事務を対象とし，例えば保育所等の入所措置

事務の団体事務化を行った。

もっとも，細目を条例に委任することはあまりせず，また，福

祉行政の団体事務化に，国の経費負担割合の削減をリンクさせる

特別の取決めがなされていた。機関委任事務と同じ中央集権型の

実質を保ちつつ国庫負担を減らす便法が，団体事務化だったわけ

である。

第1次行革審は機関委任事務制度そのものについても一定の改

善を求め， 1991（平3)年の旧地自法改正で，機関委任事務に対

する議会と監査委員による監査，職務執行命令訴訟の簡略化と長

の罷免制度の廃止が行われた。
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6 自治体政策の提案 (1960年代～）

►革新自治体 以上のように， 1960年代以降中央集権型行政スタイルが広汎に
の登場

確立されていった。その一方で，一部の地方公共団体は，国の法

令が取り込んでいない行政ニーズを発見して，独自条例その他の

方法で政策化し実施に移して，その独自の存在意義を示していた。

これはすでに1950年前後から散発的にみられた現象であったが，

流れとして顕在化したのが， 1960年代のいわゆる革新自治体の時

代である。

高度成長と裏腹に生じた諸種の社会問題，すなわち公害問題や

福祉問題への地方公共団体としての独自対応や，地方行政への住

民参加の重視などを掲げて， 1963（昭38)年から1973（昭48)年

にかけて，社会党や共産党の支持や推薦を受けた地方公共団体の

首長が，数多く生まれた。こうした革新首長たちは，保育所等の

増設，老人医療の無料化，国の公害防止諸法よりも厳しい公害防

止条例の制定など，独自施策をつくって実施し，やがて，国の施

策に影響を与えることとなった。

►革新自治体 革新自治体は，地方自治の法制度そのものに変更をもたらした
の意義

►協定・

指導要綱

わけではない。中央集権型行政スタイルの枠組のなかで，国とは

異なる政策（いわば自治体政策）の提案を行って，地方自治の存在

意義地方公共団体のポテンシャルを示したという意義をもっ。

※革新自治体は，その政策内容が国の公害•福祉施策に取り込まれるに

つれ， 1973（昭48)年を境に退潮する。しかし独自政策の提案というス

タイルは，その後，多くの地方公共団体の間で共有されることとなる。

1960年代には，地方自治体の独自政策を実施する手段として，

協定や指導要絹の活用がみられ始めており，こうした工夫は行政

法学にも多くの刺激を与えた。地方公共団体が公害防止やまちづ
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くりのために行う行政指導について，行政法学の側で肯定的な評

価が高まったのは1970年代後半のことである。

►地方の時代 そして，地方自治体の活発な政策提案の状況を， 1978（昭53)

年に長洲ーニ神奈川県知事は，「地方の時代」と表現した。さら

に1980年代後半には，「自治体法務」という言葉を意識的に使う

動きが始まった。自ら政策課題を発見する“先進的な’'地方公共

団体が，自らの政策を実現するための方策を探り始めたのである。

►地方公共団体 1970年代には，地方公共団体が国を訴えるという，わが国では
による訴訟

►情報公開・
個人情報保

護の進展

珍しい訴訟が2件起きている。いずれも地方財政に関わる紛争で

あった。

まず， 1973（昭48)年に摂津市が，同市の保育所建設の費用につ

き，厚生大臣（当時）のした国庫負担金の決定金額が過小であると

して，国に対し差額の支払いを求めた。いわゆる摂津国庫負担金

訴訟である（東京高判昭55• 7 • 28行集31巻7号1558頁）。 1975（昭50)年

には，電気税を市税条例により課していた大牟田市が，特定産業

の産業用電気消費への課税を禁止する地方税法489条 1項・ 2項

の憲法14条， 29条違反を主張し，国を被告に国家賠償を請求した。

いわゆる大牟田電気税訴訟である（福岡地判昭55• 6 • 5判時966号3頁）。

このほか，情報公開条例が1982（昭57)年に神奈川県，埼玉県，

そして1984（昭59)年に川崎市で制定されている。行政事務の電

算処理化に伴う個人情報保護条例は， 1975（昭50)年に国立市で

制定された後，各地に拡大し， 1990（平2)年に都道府県レベル

で初めての条例が神奈川県で制定されている。

7 2000年分権改革 (1990年代）

(7)概説

►バブル崩壊 1980年代末から1990年代はじめにかけて， 日本は大きな転機を
と政治改革

迎えた。国内的には， 1987年頃から土地や株への投機的投資によ
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る地価•株価の暴騰現象が生じたが（バプル経済）， 1991 （平 3)

年に地価•株価が暴落してバブルが崩壊し，平成不況と呼ばれる

不景気が始まった。

国際関係では， 1989（平元）年にベルリンの壁が崩壊し冷戦が

終結した。国内政治の保革対立構造も流動化の度合を強め，長期

にわたる自民党単独政権における様々な汚職が発鎚し，政治改革

を求める動きが始まる。

►中央集権型 こうしたなか，中央集権型行政スタイルに対する見直しが，
行政の見直し

1993（平 5)年以降，国政レベルで始まり，やがて2000（平12)

年分権改革に結実する。

(2) 地方分権への胎動

►一極集中へ
の危機感

地方分権への国政レベルでの流れは，三つの方面から生じた。

第1は，東京一極集中への強い危機感である。すでに1980年代

に生じていた東京一極集中がバブル経済を経て強化され，地方の

活力は極めて低下した。そこで地域活性化のため，多極分散型国

土形成が課題となり，その手段として，地方分権に期待するとい

う考え方が生まれた。

►政治改革 第2に，政治改革である。いわゆるリクルート事件の反省に基

づき， 1989（平元）年に自民党がまとめた「政治改革大綱」は，

政治資金問題，衆議院議員選挙制度改革を取り上げるとともに，

利益誘導型政治を生んだ原因の一つとして，許認可や補助金など

の権限が中央官庁に集中していることを指摘して，地方分権の必

要性を盛り込んだ。

►行革審の 第3は，行革審の路線変更である。 1987（昭62)年に発足した
路線変更

第2次行革審は， 1989年に「国と地方の関係等に関する答申」を

総理大臣に提出したが，行政における全国的公平性や統一性を，

第2次臨調や第 1次行革審ほどには強調しなくなった。

1990（平2)年に設置された第 3次行革審は，こうした路線変
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►地方分権の
推進に関す

る決議

更を明確にした。当時のバブル経済による好調な税収を背景に，

1980年代行革の財政再建の旗を降ろし，かわって，経済大国化し

ながらその実質が伴っていない国民的不満に対処することを課題

としたのである。そこで，豊かさを実感できる生活重視型行政，

国際化対応の行政，行政手続法制の整備の三つを課題とし，「国

から地方へ」（地方分権），「官から民へ」（規制緩和），「行政の透明

性・公平性」（行政手続）をめざした。

以上を伏線として， 1993（平5)年 6月，衆参両院においてそ

れぞれ，「地方分権の推進に関する決議」がなされた。「中央集権

的行政のあり方を問い直し，地方分権のより一層の推進を望む声

は大きな流れとなっている」とし，「地方分権を積極的に推進す

るための法制定をはじめ，抜本的な施策を総力をあげて断行して

いくべきである」ことを求めたものである。

►細川内閣と 1993（平5)年7月の総選挙で自民党が敗れ， 38年ぶりの政権
第3次行革審

交代が起きた。改革を旗印とする非自民連立政権の細川護熙内閣

の誕生である（元熊本県知事。第 3次行革審の「豊かなくらし部会」

の部会長であったがすでに辞任していた）。

第3次行革審は， 1993（平5)年10月に最終答申を出し，地方

分権に紙幅を割いた。地方分権特例制度（パイロット自治体）のほ

か，内閣が地方分権への手順を示す「地方分権に関する大絹方

針」を 1年をめどに策定し，これに沿って地方分権推進に関する

基本的な法律の制定をめざすことを求めた。

この答申を受け，細川内閣は，翌1994（平6)年 2月に「行政

改革大綱」を閣議決定し，そのなかで，地方分権の大綱方針を94

年内に策定して直ちに法制化をめざすことを定めた。ここに，分

権改革への具体的な道筋が付けられた。

►行政改革推進 1994（平6)年 5月，「行政改革大綱」の実施体制として，内
本部の設置

閣に行政改革推進本部（本部長・内閣総理大臣）が置かれた（その

うちの行政手続部会で，行政手続法制が検討された）。部会の一つとし
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て，地方分権部会が設置され，大綱方針のあり方について意見集

約の作業を行うこととなった。

►地方 6 団体 この作業に影響を与えたのが，地方6団体（全国知事会，全国都
の動き

►地方分権の
推進に関す

る答申

道府県議会議長会，全国市長会，全国市議会議長会，全国町村会，全国

町村議会議長会）の動きであった。地方 6団体は前年に独自の委

員会を発足させており，検討結果を1994（平 6)年 9月に内閣に

提出した。そこで提案されていたのは，これまで分権への支障と

なってきたいわゆる受け皿論を棚上げして，権限委譲や機関委任

事務廃止などの問題に集中すべきこと，検討の場として強力な権

限をもつ機関を設置する法律を定めるべきことなどであった。

行革推進本部地方分権部会は，こうした地方6団体の意見や，

それとほぼ同内容となった第24次地方制度調査会の中間報告を聴

取した後， 11月に意見集約を行い，①国の役割を一般的に限定す

る，②機関委任事務の原則廃止，③地方分権推進法は 5年程度の

時限立法とする，④推進委員会は，内閣に勧告権，監視権をもち，

独立した事務局をもつ， という方向でとりまとめた。その成果は

村山富市首相に「地方分権の推進に関する答申」として提出され

た。これを受けて村山内閣は1994（平 6)年12月25日に，「地方

分権の推進に関する大綱方針」を閣議決定した。

►地方分権推 その後，直ちに法案化作業が行われ，翌1995（平 7)年 5月に
進法の成立

地方分権推進法が成立した。

地方分権推進法は， 5年の時限法であり，総理府（当時）に第

三者機関として地方分権推進委員会を設置し，その勧告を受けて

政府が，必要な法律改正事項を盛り込んだ「地方分権推進計画」

を定めるというスキームを規定していた。また同法5条は，分権

のための手法を列挙し，権限委譲を進めるほか，関与・必置規

制・機関委任事務の抜本的再検討，国の負担金・補助金等の支出

金の整理合理化を挙げている。

ちなみに翌1996（平 8)年には，総理府（当時）に行政改革会
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議（橋本龍太郎首相が会長）が設置されており，その成果に基づき

1998（平10)年中央省庁改革基本法が成立し，同年，中央省庁等

改革推進本部において中央省庁の統合再編が行われた。

►地方分権推進 地方分権推進委員会は1996（平8)年に中間報告「分権型社会
委員会勧告

の創造」を提出したあと，同年12月に第 1次勧告， 1997（平9)

年に第 2次勧告，第 3次勧告，第4次勧告を相次いで公表した。

►新しい国と これらの勧告において，地方分権推進委員会は，中央省庁と地
地方の関係

►必置規制と
権限委譲

方公共団体の関係（法制度上の関係や，事実上の影響力の行使）を透

明化し，公正化することを最大の関心事とした。

すなわち，第 1に，機関委任という特殊な事務処理方式を廃止

することとした。第2に，その後始末として，法律が地方公共団

体に処理させる事務を，自治事務と法定受託事務とに分け，関与

のあり方に差をつけた。第3に，そうした関与方法を類型化して，

法律の根拠の要否を整理するとともに，行政手続法に似た手続的

規律を及ぽした。関与をめぐる国と地方公共団体の間の見解対立

を，対等当事者として処理する国地方係争処理委員会および処理

委員の制度も導入した。第4に，法律やそれに基づく政令によら

ない必置規制も，原則廃止とした。なお，機関委任事務の廃止に

伴い地方事務官制度も廃止すべきこととした。

このほか，個別の法律や政令の定める必置規制の一部見直しや，

権限委譲も提言しているが，この点についてはそれほどの紙幅が

割かれているわけではない。

►地方財政 地方財政についても控えめである。まず，依存財源の公正・透
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明化策として，国庫補助負担金の整理合理化のほか，今後も存続

するべき国庫補助負担金については中央省庁による関与の公正化，

そして交付金の算定方法の簡素化・透明化が提言された。自主財

源の充実策としては，地方税における法定外普通税の許可制度の

廃止（事前協議制へ），法定外目的税の新設等が提言された。しか

し，税源移譲については，税制調査会など他機関との調整が必要
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であり成果が得られなかった。このほか，地方債の起債許可制度

の廃止（事前協議へ）が提言されている。

(3) 地方分権推進計画と新地方自治法

►地方分権 政府は，地方分権推進委員会の 4次にわたる勧告を受けて，
推進計画

1998（平10)年 5月に，「地方分権推進計画」を閣議決定した。

同年11月に第 5次勧告（国の直接執行事務のうち，河川および国道の

管理の見直し）が出されると，政府は1999（平11)年 3月に「第二

次地方分権推進計画」を作成し，国が行う公共事業や国の補助事

業等の見直しを定めた。

►地方分権 「地方分権推進計画」に基づき政府内で関係法令の改正作業が
一括法

►地方分権推

進委員会の
解散

進められ， 1999（平11)年にいわゆる地方分権一括法（「地方分権

の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」）案が国会に提出

された。同年7月にこれが成立したことにより，旧地自法を含む

475の法律が改正され， 2000（平12)年 4月から，新地自法と，

個別法の改正部分のほとんどが施行された。同年4月18日には，

国地方係争処理委員会が初会合を行っている。なお，積み残し課

題の多い地方税財源の充実確保について，早急に検討することと

の一文が，地方分権一括法の附則251条に設けられている。

米地方分権一括法施行の 3ヶ月後に地方分権推進法は失効する予定で

あったが，地方分権推進委員会に地方分権一括法の運用状況を監視させ，

積み残し課題を検討させるため，同法の 1年延長の立法が行われた。

地方分権推進委員会は， 2000（平12)年 8月に，その活動結果

をまとめた「意見」（国庫補助金等の整理合理化や法人事業税における

外形標準課税の早期導入など），同年11月には「市町村合併の推進に

ついての意見」を，森喜朗首相に提出した。延長された推進法の

期限切れ (2001年7月）を前にした 6月に，推進委員会の監視活

動結果や，地方税財源の充実確保を求める「最終報告」を小泉純
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一郎首相に提出し， 2001（平13)年 7月2日，根拠法の失効とと

もに解散した。

►地方分権推進 同年 7月3日には，地方分権推進委員会の後継的機関として，
会議の設置

地方分権改革推進会議が，政令に基づき 3年に限って内閣府に設

置され，地方の自主自立の観点から引き続き事務事業の見直しを

行い，かつ税財源配分問題等についても検討することとなった。

►地方財政の 他方， 2002（平14)年 6月には，小泉内閣において，「経済財
三位一体改革
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政運営と構造改革に関する基本方針2002」が閣議決定され，国庫

補助負担事業の廃止・縮減，および「三位一体改革」（大幅な税源

移譲とひきかえに，国庫補助負担金の廃止・削減や地方交付税交付金の

削減を検討すること）がめざされることになった。地方分権改革推

進会議は，同年10月に「事務事業の在り方に関する意見」を小泉

首相に提出した後，この基本方針に基づき地方財政問題について

検討し， 2003（平15)年 6月には「三位一体の改革についての意

見」を提出している。三位一体改革については，経済財政諮問会

議を中心に，検討が進められることとなった。


